
裏面で該当のアルファベットの手続内容を確認してください。どれにも該当しない場合は、宇美町役場 福祉課 福祉・手当係へ お問い合わせください。

所得超過で支給対象外である

高校生年代のみの児童を養育してい
る、又は、高校生年代と大学生年代の
子どもを養育している

大学生年代のみの子どもを養育している

大学生年代の子どもがい
て、中学生までの児童と
合わせて３人以上養育し
ている

高校生年代の児童は、児童手
当受給者と同一世帯に住民票
を置いている

児童手当手続確認フローチャート
　※受給者が公務員の場合は、勤務先でお手続きください。町外にお住まいの場合は、お住まいの自治体でお手続きください。
　※2人以上（父母等）で養育している場合は、所得が高い方が、受給者になります。

【スタート】

宇美町から児童手当（特
例給付）を受給している

高校生年代（※１）の
児童を養育（※３）
している

大学生年代（※２）の子どもを養育（※3）
している

はい はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

※１ 高校生年代 …平成18年4月2日から平成21年4月1日までに

生まれた児童

※２ 大学生年代 …平成14年4月2日から平成18年4月1日までに

生まれた子ども（学生か同居かは問いません）

※３ 養 育 … 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、

かつ、その生計費を負担していることをいいます。

はい

はい

はい

はい

C

C

A

A B

D

D

支給対象外

ホームページにも、制度

改正について掲載してい

ますので、ご覧ください。



【高校生年代までの児童を養育している人、高校生年代までの児童と大学生年代の子どもをどちらも養育していて、合計
　人数が２人以下となる人】

〇児童手当新規認定請求書【様式１】
〇児童手当別居監護・養育申立書【様式３】（高校生年代までの児童と別居している場合のみ必要。大学生年代の子ども
　と別居している場合は不要）
〇請求者の健康保険証のコピー（厚生年金・共済年金の場合）
〇振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー（請求者名義のもの）
〇請求者の本人確認書類のコピー（運転免許証・マイナンバーカード等）
【高校生年代までの児童と大学生年代の子どもをどちらも養育していて、合計人数が３人以上となる人】
〇児童手当新規認定請求書【様式１】
〇児童手当別居監護・養育申立書【様式３】（高校生年代までの児童と別居している場合のみ必要。大学生年代の子ども
　と別居している場合は不要）
〇監護相当・生計費の負担についての確認書【様式４】（大学生年代の子どもについて記入）
〇請求者の健康保険証のコピー（厚生年金・共済年金の場合）
〇振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー（請求者名義のもの）
〇請求者の本人確認書類のコピー（運転免許証・マイナンバーカード等）

D 手続必要

※提出後の審査で、支給の可否を決定します。結果通知は11月中旬以降に送付予定です。

B 手続必要

【提出書類】
〇児童手当額改定認定請求書【様式2】
〇児童手当別居監護・養育申立書【様式3】（高校生年代の児童と別居している場合のみ必要）
〇請求者の本人確認書類のコピー（運転免許証・マイナンバーカード等）

C 手続必要
【提出書類】
〇監護相当・生計費の負担についての確認書【様式4】
〇請求者の本人確認書類のコピー（運転免許証・マイナンバーカード等）

A 手続不要 高校生年代の児童がいる場合、及び児童が３人以上いる場合は、職権で額改定（増額）します。


